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小樽海上保安部 

 

仕 様 書 
 

１ 総 則 

本仕様書は、小樽海上保安部（以下「当部」という。）が調達する特高速内燃機油（4 号）予

定数量ドラム缶（209L）10缶ほか 1点買入について適用する。 

２ 件 名 

  特高速内燃機油（4 号）予定数量ドラム缶（209L）10缶ほか 1点買入（小樽港）４～９月分 

３ 仕 様 

（１）特高速内燃機油（4号）（カストロール HLX40予定数量ドラム缶（209L）） 10缶 

（２）特高速内燃機油（4号）（カストロール HLX40予定数量ペール缶（18L）） 60缶 

４ 検 査 

  納入に当たっては、当部検査職員の検査を受けること。 

５ 納入場所 

  小樽港停泊中の指定船舶又は小樽海上保安部 

６ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和８年９月３０日 

７ 納入日時 

  官の指定した日時（その都度通知する。） 

８ 納入方法  

(1)指定船舶の船内タンクに直接搭載とする。 

(2)指定船舶渡し、または小樽海上保安部納入とする。 

９ その他 

（１）納入するドラム缶・ペール缶は、新品未開封のものとする。 

（２）上記３の数量は予定を示したものであり、増減が生じる場合がある。 

（３）本契約は単価契約とし、１缶あたりの単価として取り扱う。  

（４）搭載に際しては関係法令等を遵守すること。 

（５） 支払条件 検査合格後、月払い 

（６）本調達案件について、知り得た当庁の業務上の秘密を、第三者に漏えい、または、利用

してはならない。 

（７）本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当部担当職員と協

議しその指示に従うこと。 

（８）本仕様書の条件に定めがない事項は、「第一管区海上保安本部入札・見積者心得」に

準拠するものとする。 

（６）第一管区海上保安本部入札・見積者心得を遵守すること。 


